
KINKO TOWN TOPICS

「町長と語る会」を開催
　１月 20 日から２月 17 日まで８日間、町内の池田・宿利原
地区を除く公民館単位８地区で、町主催による町長と語る会が
開催されました。各地区で抱えている課題・問題等が提案され、
町長または担当課長が回答致しました。今回は、１月 20 日（木）
中央公民館で開催された馬場地区の分を要約して紹介します。
また、他地区についても順次掲載していきます。

提案・要望・質問 回　　　答
非常勤職員の日当制に
ついて

農業委員は 20 名で、業務には法令
業務と振興業務がある。案件があれ
ば毎月会議を行う。20 名は町内の
地域バランスを保つ人数である。報
酬も県内では平均的。
教育委員は、学校教育・生涯教育・
スポーツといった多岐にわたる部分
で責任のある立場であり、多くの会
合や決議事項がある。また、教育長
の独断を防ぐ立場もある。

学校運営評価に対する
教育委員の役割ついて

開かれた学校作りという観点から、
外から学校運営を見た目で評価・提
言を行っている。学校運営は校長が
中心であり、校長が地域などの意見
を聞く場でもある。

役場駐車場について 役場南側駐車場の役場側 2 列は来客
用として職員は駐車しないようにし
ている。職員の徒歩通勤については
検討する。

固定資産税路線価方式
及び家屋評価について

以前の大根占地区は、国・県の評価
が高かった。合併を機に見直し、現
在は下がっている。路線価方式にな
り算定もしやすくなった。
評価については、鹿屋市の中心部と
比較すると低く、鹿屋市郊外よりは
高い。家屋評価は、資材などの素材
に点数を付ける評点数方式。建築費
用より 3 割ほど安い。

議員定数について 議会が現在議員定数に関する特別委
員会を設置し検討している。議会も
各地区での意見を聞きながら進める
方針なので、削減については議会の
決定を期待している。

グループホームの必要
性について

錦江町は国保税が県内で一番安い。
現在は基金を取り崩している現状で
値上げしないといけない状況にある。
その中で介護保険料まで上げるのは
負担も大きいので厳しい。しかし、グ
ループホームの策定委員会が今年開
催される予定であり、1 ユニット（9
名収容）作ると介護保険料が 500 円
上がる計算。廃校利用も含め民間に
依頼する方向で考えている。

新規作物の導入及び農
家育成について

一気に窮状を救うような作物はなか
なかない。それよりも農業そのもの
を変えていこうと取り組んでいる。
TTP に加盟しても国際競争力のある
ような作物の研究などに取り組んで
いる。研究・先進地研修等も積極的
に行っていきたい。

今回出された意見・提
言について

今回出された意見・提言ついては、
今後の行政に反映させていく。ただ、
全てを実現するのは厳しいと思われ
る。出来るものから実現していく。

提案・要望・質問 回　　　答
物産館にしきの里の委
託料について

平成 21 〜 23 年度まで指定管理
による契約を締結している。指定管
理料について現在調整を行っている
が、契約期間の 3 年間を待ち、改め
て判断する。

指定ごみ袋の値段につ
いて

町衛生自治団体連合会で仕入れ、各
指定店に卸してその利益で運営して
いるので無料にはできない。

ごみ分別について（鹿
屋市との違い）

鹿屋市とは、分別の基準は同じであ
るが、生ゴミを処理する施設が少な
いので、燃えるごみと一緒に燃やし
ている。その為、焼却炉の温度低下
と消費燃料を抑えるためプラごみも
一緒に燃やしている。
本町は、分別によってゴミ処理費用
が抑えられている。今後は、鹿屋市
とも協議をし、分別の簡素化も検討
していく。

町道木場大橋線の一部
改良工事について

町の計画にも記載してあります。実
施年度は平成 27 年度。他の路線の
進捗状況や予算の状況等を考慮して
着手時期等も検討させて欲しい。場
合によっては前倒しでの着手もあ
る。用地の全部買い上げの件に関し
ては、将来的に有効利用出来る場所
でないと厳しい。

住所表記「大根占」の
復活について

法的には実施可能です。しかし戸籍、
住民基本台帳、固定資産の登記簿等
の書き替えやコンピュータのシステ
ムの整備等多額の費用が発生しま
す。合併時の協議事項でもあり、慎
重に対応しなければならない。

土づくり支援センター
について

今年は、口蹄疫の関係で出荷が遅れ
ている。製品はできているが、水分
調整と成分検査が済み次第、出荷で
きる見込である。

トロピカルの経営につ
いて

指定管理を含め検討中である。

教育委員の定数につい
て

「地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第 3 条」の規定により、本
町は 5 人と定めている。5 名の内訳
は教育長・教育委員長・教育委員長
職務代理者・保護者代表１名・学識
経験者１名、教育委員は政策決定を
行う機関であり、3 名とした時に教
育長を除き、教育委員長・教育委員
の 2 名で政策決定をしなければなら
なくなり、教育委員会の果たす責任
役割などを全うできるかなどを検討
した場合、現在の 5 名が適している
と考える。
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